
別 紙 １  

訓 練 等 給 付 費 対 象 サ ー ビ ス の 料 金 に つ い て  

 

訓 練 等 給 付 費 に よ る サ ー ビ ス を 提 供 し た 際 は 、 サ ー ビ ス 利 用 料 金 （ 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め

る 額 ） の う ち 9 割 が 訓 練 等 給 付 費 の 給 付 対 象 と な り ま す 。  

当 事 業 所 が 訓 練 等 給 付 費 等 の 給 付 を 市 町 村 か ら 直 接 受 け 取 る （ 代 理 受 領 す る ） 場 合 、 利

用 者 負 担 分 と し て 、 サ ー ビ ス 利 用 料 金 全 体 の 1 割 の 額 を 当 事 業 所 に お 支 払 い た だ き ま す 。

（ 定 率 負 担 ま た は 利 用 者 負 担 額 と い い ま す ） な お 、 定 率 負 担 ま た は 利 用 者 負 担 額 の 軽 減 等

が 適 用 さ れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 受 給 者 証 を ご 確 認 く だ

さ い 。   

 

（ １ ） 利 用 料 金 の 計 算 方 法  

単 位 数 ×地 域 単 価  

※ 計 算 し て 得 た 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 は 切 り 捨 て て 算 定 す  

る 。  

 

（ ２ ） 訓 練 等 給 付 費 対 象 サ ー ビ ス 料 金   

訓 練 等 給 付 費 対 象 サ ー ビ ス 料 金 以 外 に 、 次 の 特 別 支 援 を 行 う 場 合 は 、 ご 利 用 さ れ る サ ー

ビ ス ご と に 利 用 負 担 金 が 必 要 と な り ま す 。   

給 付 内 容  単 位 数  自 己 負 担 額  

 

 

共同生活援助サービス(Ⅰ) 

（6:1） 

障害支援区分 1 以下 171 単位 

障害支援区分 2 以下 188 単位 

障害支援区分 3 以下 297 単位 

障害支援区分 4 以下 372 単位 

障害支援区分 5 以下 456 単位 

障害支援区分 6 以下 600 単位 

 

 

左記単位に地域単価を乗じた

金額の１割 

 

 

共同生活援助サービス(Ⅱ) 

（体験利用） 

障害支援区分 1 以下 273 単位 

障害支援区分 2 以下 290 単位 

障害支援区分 3 以下 410 単位 

障害支援区分 4 以下 481 単位 

障害支援区分 5 以下 569 単位 

障害支援区分 6 以下 717 位 

 

 

左記単位に地域単価を乗じた

金額の１割 

 

 

 

 

 



サ ー ビ ス 内 容  説 明  自 己 負 担 額  

夜 間 支 援 体 制 加 算  

（ Ⅰ ）  

住 居 ご と の 夜 勤 職 員 を 配 置 し 、 利 用

者 に 対 し て 夜 間 及 び 深 夜 の 時 間 帯 を

通 じ て 必 要 な 支 援 を 提 供 で き る 体 制

を 確 保 し て い る 場 合 に 、 右 記 の 金 額

を ご 負 担 い た だ き ま す 。  

（ 1） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 ２ 人 以 下  

・ 区 分 ４ 以 上          672 単 位  

・ 区 分 ３            560 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下          448 単 位  

（ 2） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 ３ 人  

・ 区 分 ４ 以 上          448 単 位  

・ 区 分 ３            373 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下          299 単 位  

（ 3） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 ４ 人  

・ 区 分 ４ 以 上          336 単 位  

・ 区 分 ３            280 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下          224 単 位  

（ 4） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 5 人  

・ 区 分 ４ 以 上          269 単 位  

・ 区 分 ３            224 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下          179 単 位  

（ 5） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 6 人  

・ 区 分 ４ 以 上          224 単 位  

・ 区 分 ３            187 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下          149 単 位  

（ 6） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 7 人  

・ 区 分 ４ 以 上          192 単 位  

・ 区 分 ３            160 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下          128 単 位  

（ 7） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 8 人  

・ 区 分 ４ 以 上          168 単 位  

・ 区 分 ３            140 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下          112 単 位  

（ 8） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 9 人  

・ 区 分 ４ 以 上          149 単 位  

・ 区 分 ３            124 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  



・ 区 分 ２ 以 下           99 単 位  

（ 9） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 10 人  

・ 区 分 ４ 以 上          135 単 位  

・ 区 分 ３            113 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下           90 単 位  

（ 10） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 11 人  

・ 区 分 ４ 以 上          122 単 位  

・ 区 分 ３            102 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下           81 単 位  

（ 11） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 12 人  

・ 区 分 ４ 以 上          112 単 位  

・ 区 分 ３             93 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下           75 単 位  

（ 12） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 13 人  

・ 区 分 ４ 以 上          103 単 位  

・ 区 分 ３             86 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下           69 単 位  

（ 13） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 14 人  

・ 区 分 ４ 以 上           96 単 位  

・ 区 分 ３             80 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下           64 単 位  

（ 14） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 15 人  

・ 区 分 ４ 以 上           90 単 位  

・ 区 分 ３             75 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下           60 単 位  

（ 15） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 16 人  

・ 区 分 ４ 以 上           84 単 位  

・ 区 分 ３             70 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下           56 単 位  

（ 16） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 17 人  

・ 区 分 ４ 以 上           79 単 位  

・ 区 分 ３             66 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下           53 単 位  

（ 17） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 18 人  

・ 区 分 ４ 以 上           75 単 位  

・ 区 分 ３             63 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下           50 単 位  



（ 18） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 19 人  

・ 区 分 ４ 以 上           71 単 位  

・ 区 分 ３             59 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下           47 単 位  

（ 19） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 20 人  

・ 区 分 ４ 以 上           67 単 位  

・ 区 分 ３             56 単 位  

・ 区 分 ２ 以 下           45 単 位  

 

夜間支援体制加算  

（Ⅱ）  

宿直を行う夜間支援従事者を配置  

し、利用者に対して夜間及び深夜

の時間帯を通じて、定時的な居室

の巡回や緊急時の支援等を提供で

きる体制を確保している場合に、

右記の金額をご負担いただきます。  

 

⑴夜間支援対象利用者が４人以下  

112 単位  

⑵夜間支援対象利用者が５人   

90 単位  

⑶夜間支援対象利用者が６人   

75 単位  

⑷夜間支援対象利用者が７人   

64 単位  

⑸夜間支援対象利用者が８人   

56 単位  

⑹夜間支援対象利用者が９人   

50 単位  

⑺夜間支援対象利用者が  10 人   

45 単位  

⑻夜間支援対象利用者が  11 人   

40 単位  

⑼夜間支援対象利用者が  12 人   

37 単位  

⑽夜間支援対象利用者が  13 人   

34 単位  

⑾夜間支援対象利用者が  14 人   

左記単位に地域単価

を乗じた金額の１割  



32 単位  

⑿夜間支援対象利用者が  15 人   

30 単位  

⒀夜間支援対象利用者が  16 人   

28 単位  

⒁夜間支援対象利用者が  17 人   

26 単位  

⒂夜間支援対象利用者が  18 人   

25 単位  

⒃夜間支援対象利用者が  19 人   

23 単位  

⒄夜間支援対象利用者が  20 人   

22 単位  

夜間支援体制加算  

（Ⅲ）  

警備会社や当該事業所の従業者等  

による常時の連絡体制又は防災体制  

を確保している場合に、右記の金額

をご負担いただきます。  

10 単位  

左記単位に地域単価

を乗じた金額の１割  

夜 間 支 援 体 制 加 算  

（ Ⅳ ）  

事 業 所 単 位 で 夜 勤 職 員 を 追 加 配 置

し 、 利 用 者 に 対 し て 夜 間 及 び 深 夜 の

時 間 帯 を 通 じ て 必 要 な 支 援 を 提 供 で

き る 体 制 を 確 保 し て い る 場 合 に 、 右

記 の 金 額 を ご 負 担 い た だ き ま す 。  

（ 1） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 15 人  

          60 単 位  

（ 2） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 16 人  

          56 単 位  

（ 3） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 17 人  

          53 単 位  

（ 4） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 18 人  

          50 単 位  

（ 5） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 19 人  

          47 単 位  

（ 6） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 20 人  

          45 単 位  

（ 7） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 21 人  

          43 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  



（ 8） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 22 人  

          41 単 位  

（ 9） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 23 人  

          39 単 位  

（ 10） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 24 人  

          37 単 位  

（ 11） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 25 人  

          36 単 位  

（ 12） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 26 人  

          34 単 位  

（ 13） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 27 人  

          33 単 位  

（ 14） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 28 人  

          32 単 位  

（ 15） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 29 人  

          31 単 位  

（ 16） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 30 人  

          30 単 位  

夜 間 支 援 体 制 加 算  

（ V）  

事 業 所 単 位 で 夜 勤 職 員 を 追 加 配 置

し 、 利 用 者 に 対 し て 夜 間 及 び 深 夜 の

一 部 時 間 に 必 要 な 支 援 を 提 供 で き る

体 制 を 確 保 し て い る 場 合 に 、 右 記 の

金 額 を ご 負 担 い た だ き ま す 。  

（ 1） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 15 人  

          30 単 位  

（ 2） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 16 人  

          28 単 位  

（ 3） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 17 人  

          26 単 位  

（ 4） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 18 人  

          25 単 位  

（ 5） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 19 人  

          23 単 位  

（ 6） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 20 人  

          22 単 位  

（ 7） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 21 人  

          21 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  



（ 8） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 22 人  

          20 単 位  

（ 9） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 23 人  

          19 単 位  

（ 10） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 24 人  

          18 単 位  

（ 11） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 25 人  

          18 単 位  

（ 12） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 26 人  

                17 単 位  

（ 13） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 27 人  

          16 単 位  

（ 14） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 28 人  

          16 単 位  

（ 15） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 29 人  

          15 単 位  

（ 16） 夜 間 支 援 対 象 利 用 者 30 人  

                15 単 位  

福祉専門職員配置加算

（Ⅰ）  

常勤の世話人又は生活支援員のう

ち、社会福祉士・介護福祉士・精神

保健福祉士・公認心理士の資格保有

者が 35％以上の人員体制を整えて

いる場合、利用者にサービスを提供

した場合に右記の金額をご負担いた

だきます。  

10 単位  

左記単位に地域単価

を乗じた金額の１割  

福祉専門職員配置加算

（Ⅱ）  

常勤の世話人又は生活支援員のう

ち、社会福祉士・介護福祉士・精神

保健福祉士・公認心理士の資格保有

者が 25％以上の人員体制を整えて

いる場合、利用者にサービスを提供

した場合に右記の金額をご負担いた

だきます  

7 単位  

左記単位に地域単価

を乗じた金額の１割  



福祉専門職員配置加算

（Ⅲ）  

世話人又は生活支援員のうち、常勤

が 75%以上又は勤続 3 年以上の常勤

職員が 30％以上の人員体制を整え

ている場合、利用者にサービスを提

供した場合に右記の金額をご負担い

ただきます  

4 単位  

左記単位に地域単価

を乗じた金額の１割  

医 療 的 ケ ア 対 応 支 援 加 算  

医 療 的 ケ ア が 必 要 な 者 に 対 す る 支 援

に つ い て 、 看 護 職 員 を 配 置 し た 場 合

に 右 記 の 金 額 を ご 負 担 い た だ き ま

す 。  

120 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

入 院 時 支 援 特 別 加 算  

利 用 者 が 入 院 し た 際 、 病 院 等 を 訪 問

し 、 入 院 期 間 中 の 被 服 等 の 準 備 や 相

談 支 援 な ど 、 日 常 生 活 上 の 支 援 を 行

う と と も に 、 病 院 等 と の 連 絡 調 整 を

行 っ た 場 合 に １ ヵ 月 に １ 回 を 限 度 に

右 記 の 金 額 を ご 負 担 い た だ き ま す 。  

１ ． 当 該 月 に お け る 入 院 期 間 （ 入 院

の 初 日 及 び 最 終 日 を 除 く ） の 日 数 の

合 計 が ３ 日 以 上 ７ 日 未 満 の 場 合  

 561 単 位  

２ ． 当 該 月 に お け る 入 院 期 間 の 日 数

の 合 計 が ７ 日 以 上 の 場 合  

1,122 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

帰 宅 時 支 援 加 算  

利 用 者 が 家 族 等 の 居 宅 等 に お い て 外

泊 し た 場 合 で あ っ て 、 帰 省 に 伴 う 家

族 等 と の 連 絡 調 整 や 交 通 手 段 の 確 保

等 の 支 援 を 行 っ た 場 合 に 右 記 の 金 額

を ご 負 担 い た だ き ま す 。   

１ ． 当 該 月 に お け る 家 族 等 の 居 宅 等

に お け る 外 泊 期 間 （ 外 泊 の 初 日 及 び

最 終 日 を 除 く ） の 日 数 の 合 計 が ３ 日

以 上 ７ 日 未 満 の 場 合  

187 単 位  

２ ． 当 該 月 に お け る 家 族 等 の 居 宅 等

に お け る 外 泊 期 間 の 日 数 の 合 計 が ７

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  



日 以 上 の 場 合  

374 単 位  

長 期 入 院 時 支 援  

特 別 加 算  

家 族 等 か ら 入 院 に 係 る 支 援 を 受 け る

こ と が 困 難 な 利 用 者 が 病 院 又 は 診 療

所 （ 当 該 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 等

の 同 一 敷 地 内 に 併 設 す る 病 院 又 は 診

療 所 を 除 く 。） へ の 入 院 を 要 し た 場

合 に 、 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 第

208 条 、 第 213 条 の ４ 又 は 第 213 条

の 14 の 規 定 に よ り 指 定 共 同 生 活 援

助 事 業 所 等 に 置 く べ き 従 業 者 の う ち

い ず れ か の 職 種 の 者 が 、 共 同 生 活 援

助 計 画 等 に 基 づ き 、 当 該 利 用 者 が 入

院 し て い る 病 院 又 は 診 療 所 を 訪 問

し 、 当 該 病 院 又 は 診 療 所 と の 連 絡 調

整 及 び 被 服 等 の 準 備 そ の 他 の 日 常 生

活 上 の 支 援 を 行 っ た 場 合 に 、 １ 月 の

入 院 期 間 （ 入 院 の 初 日 及 び 最 終 日 を

除 く 。） の 日 数 が ２ 日 を 超 え る 場 合

に 、 当 該 日 数 を 超 え る 期 間 （ 継 続 し

て 入 院 し て い る 者 に あ っ て は 、 入 院

し た 初 日 か ら 起 算 し て ３ 月 に 限

る 。） に つ い て 、 １ 日 に つ き 右 記 の

金 額 を ご 負 担 い た だ き ま す 。 た だ

し 、 入 院 時 支 援 特 別 加 算 を ご 負 担 頂

い て い る 場 合 は 、 適 用 さ れ ま せ ん 。  

             122 単位 

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

長期帰宅時支援加算  

利 用 者 が 共 同 生 活 援 助 計 画 等 に 基 づ

き 家 族 等 の 居 宅 等 に お い て 外 泊 し た

場 合 に 、 1 月 の 外 泊 期 間 （ 外 泊 の 初

日 及 び 最 終 日 を 除 く ） の 日 数 が 2 日

を 超 え る 場 合 に 、 当 該 に 数 を 超 え る

期 間 （ 継 続 し て 外 泊 し て い る も の に

あ っ て は 、 外 泊 し た 初 日 か ら 起 算 し

て 3 月 に 限 る ） に つ い て 、 1 日 に つ

き 右 記 の 金 額 を ご 負 担 い た だ き ま

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  



す 。 た だ し 、 帰 宅 時 支 援 加 算 を ご 負

担 頂 い て い る 場 合 は 、 適 用 さ れ ま せ

ん 。            40 単位 

日中支援加算（Ⅰ）  

高齢又は重度の障害者（ 65 歳以上

または障害支援区分 4 以上）であっ

て日中を GH の外で過ごすことが困

難であると認められる場合、共同生

活援助・介護においてサービスの提

供を行った場合に右記の金額をご負

担いただきます。  

１．対象利用者が１人の場合  

539 単位  

２．対象利用者が２人以上の場合  

270 単位  

左記単位に地域単価

を乗じた金額の１割  

日 中 支 援 加 算 （ Ⅱ ）  

利 用 者 が 心 身 の 状 況 等 に よ り 、 日 中

活 動 系 サ ー ビ ス 等 を 利 用 で き な い 場

合 、 共 同 生 活 援 助 ・ 介 護 に お い て サ

ー ビ ス の 提 供 を 行 っ た 場 合 に 右 記 の

金 額 を ご 負 担 い た だ き ま す 。  

１ ． 対 象 利 用 者 が １ 人 の 場 合  

 区 分 ４ ～ ６ ま で  539 単 位  

 区 分 ３ 以 下    270 単 位  

２ ． 対 象 利 用 者 が ２ 人 以 上 の 場 合  

 区 分 ４ ～ ６ ま で  270 単 位  

 区 分 ３ 以 下    135 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

医 療 連 携 体 制 加 算  

（ Ⅰ ）  

医 療 的 ケ ア を 必 要 と し な い 利 用 者 に

対 し 、 看 護 サ ー ビ ス を １ 時 間 未 満 提

供 し た 場 合 に 、 右 記 の 金 額 を ご 負 担

い た だ き ま す 。  

32 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

医 療 連 携 体 制 加 算  

（ Ⅱ ）  

医 療 的 ケ ア を 必 要 と し な い 利 用 者 に

対 利 用 者 に 対 し 、 看 護 サ ー ビ ス を １

時 間 以 上 ２ 時 間 未 満 提 供 し た 場 合

に 、 右 記 の 金 額 を ご 負 担 い た だ き ま

す 。  

63 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  



医 療 連 携 体 制 加 算  

（ Ⅲ ）  

医 療 的 ケ ア を 必 要 と し な い 利 用 者 に

対 す る 看 護 で あ っ て 、 看 護 サ ー ビ ス

を ２ 時 間 以 上 提 供 し た 場 合 に 、 右 記

の 金 額 を ご 負 担 い た だ き ま す 。  

125 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

医 療 連 携 体 制 加 算  

（ Ⅳ ）  

医 療 的 ケ ア を 必 要 と す る 利 用 者 に 対

し て 、 看 護 職 員 が 看 護 サ ー ビ ス を 提

供 場 合 に 、 右 記 の 金 額 を ご 負 担 い た

だ き ま す 。  

（ 1）  対 象 者 が １ 人      800 単 位  

（ 2）  対 象 者 が ２ 人      500 単 位  

（ 3）  対 象 者 が ３ 人 以 上 ８ 人 以 下  

400 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

医 療 連 携 体 制 加 算  

（ V）  

看 護 職 員 が 事 業 所 へ 訪 問 し 、 認 定 特

定 行 為 業 務 従 事 者 に 喀 痰 吸 引 等 の 指

導 を 行 っ た 場 合 に 、 当 該 看 護 職 員 １

人 に 対 所 定 の 単 位 数 を 加 算 す る 右 記

の 金 額 を ご 負 担 い た だ き ま す 。  

500 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

医 療 連 携 体 制 加 算  

（ Ⅵ ）  

喀 痰 吸 引 等 が 必 要 な 利 用 者 に 対 し

て 、 認 定 特 定 行 為 業 務 従 事 者 が 喀 痰

吸 引 等 を 行 っ た 場 合 に 、 右 記 の 金 額

を ご 負 担 い た だ き ま す 。  

100 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

医 療 連 携 体 制 加 算  

（ Ⅶ ）  

医 療 機 関 と の 連 携 に よ り 、 看 護 師 を

1 名 以 上 確 保 し 、 利 用 者 に サ ー ビ ス

を 提 供 し た 場 合 に 右 記 の 金 額 を ご 負

担 い た だ き ま す 。  

39 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

看 護 職 員 配 置 加 算  

看 護 職 員 を 常 勤 換 算 方 法 で １ 以 上 配

置 し 、 利 用 者 に サ ー ビ ス を 提 供 し た

場 合 に 右 記 の 金 額 を ご 負 担 い た だ き

ま す 。  

70 単 位  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  



 

 

 

 

 

 

 

 

重 度 障 害 者 支 援 加 算

（ Ⅰ ）  

重 症 心 身 障 害 者 等 重 度 障 害

者 等 包 括 支 援 等 の 対 象 と な  

る 者 が 、１ 人 以 上 利 用 し て い

る 場 合 で あ っ て 、 通 常 の 介  

護 体 制 に 加 え て 、必 要 な 研 修

を 受 講 し た 上 で 、 よ り 手 厚  

い サ ー ビ ス を 提 供 し た 場 合 。 

 

360 単 位  

 

注 1 加 算 算 定 を 開 始 し た 日

か ら 起 算 し 180 日 以 内  ＋ 50

0 単 位（ 中 核 的 人 材 を 配 置 し

行 動 関 連 項 目 18 点 以 上 の 者

の 場 合  ＋ 200 単 位 ）  

注 2 中 核 的 人 材 を 配 置 し 行

動 関 連 項 目 18 点 以 上 の 者 を

支 援 し た 場 合  ＋ 150 単 位  

 

 

 

 

 

 

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

 

 

 

 

 

 

重 度 障 害 者 支 援 加 算

（ Ⅱ ）  

1.障 害 支 援 区 分 が 4 以 上  

2. 障 害 支 援 区 分 認 定 調 査 項

目 の う ち 行 動 関 連 項 目 （ 厚

生 労 働 省 報 酬 告 示 第 543 号

別 表 第 2 に 規 定 す る 行 動 関

連 項 目 ）の 合 計 点 数 が 10 点

以 上 。  

 

          180 単 位  

 

注 1 加 算 算 定 を 開 始 し た

日 か ら 起 算 し 180 日 以 内  

＋ 400 単 位 （ 中 核 的 人 材 を

配 置 し 行 動 関 連 項 目 18 点

以 上 の 者 の 場 合  ＋ 200 単

位 ）  

注 2 中 核 的 人 材 を 配 置 し

行 動 関 連 項 目 18 点 以 上 の

者 を 支 援 し た 場 合 ＋ 150 単

 

 

 

 

 

 

 

 

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  



位  

 

人 員 配 置 体 制 加 算 （ Ⅰ ）  

   (加 配 12:1)  

 

 

別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準

（ 基 準 上 の 人 員 に 加 え 、 特 定 従 業 者

数 換 算 方 法 ※ で  12:1 以 上 の 世 話 人

等 を 配 置 ） に 適 合 し て い る 事 業 所 に

お い て 、 利 用 者 に 対 し 、 指 定 共 同 生

活 援 助 等 の 提 供 を 行 っ た 場 合 に 、 障

害 害 支 援 区 分 に 応 じ 、 １ 日 に つ き 所  

定 の 単 位 数 を 算 定 す る 。  

 

①  区 分 4 以 上  83 単 位 /日  

②  区 分 3 以 下  77 単 位 /日                       

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

 

人 員 配 置 体 制 加 算 （ Ⅱ ）  

（ 加 配 30:1）  

別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設

基 準（ 基 準 上 の 人 員 に 加 え 、特 定

従 業 者 数 換 算 方 法 で  30:1 以 上

の 世 話 人 等 を 配 置 ） に 適 合 し て

い る 事 業 所 に お い て 、 利 用 者 に

対 し 、 指 定 共 同 生 活 援 助 等 の 提

供 を 行 っ た 場 合 に 、 障 害 支 援 区

分 に 応 じ 、 １ 日 に つ き 所 定 単 位

数 を 加 算 す る 。た だ し 、こ の 場 合

に お い て 、 イ を 算 定 し て い る 場

合 は 、 算 定 し な い 。  

 

①  区 分 4 以 上  33 単 位 /日  

②  区 分 3 以 下  31 単 位 /日  

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

人 員 配 置 体 制 加 算 （ Ⅲ ）  

（ 12:1 個 人 単 位 特 例 ）  

別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設

基 準（ 基 準 上 の 人 員 に 加 え 、特 定

従 業 者 数 換 算 方 法 で  12:1 以 上

の 世 話 人 等 を 配 置 ） に 適 合 し て

い る 事 業 所 に お い て 、 令 和 ９ 年

３ 月  31 日 ま で の 間 、指 定 障 害

福 祉 サ ー ビ ス 基 準 附 則 第  18 

条 の ２ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定

の 適 用 を 受 け る 利 用 者 に 対 し 、

指 定 共 同 生 活 援 助 を 行 っ た 場 合

に 、１ 日 に つ き 所 定 単 位 数（ こ れ

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  



ら の 規 定 に 基 づ く 居 宅 介 護 又 は

重 度 訪 問 介 護 の 利 用 に つ い て 、

所 要 時 間 が ８ 時 間 以 上 で あ る 場

合 に あ っ て は 、 所 定 単 位 数 の  

100 分 の  95 に 相 当 す る 単 位

数 と す る 。）を 加 算 す る 。た だ し 、

こ の 場 合 に お い て 、 イ 又 は ロ を

算 定 し て い る 場 合 は 、 算 定 し な

い 。  

 

84 単 位  

人 員 配 置 体 制 加 算 （ Ⅳ ）  

（ 30:1 個 人 単 位 特 例 ）  

別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準

（ 基 準 上 の 人 員 に 加 え 、 特 定 従 業 者

数 換 算 方 法 で  30:1 以 上 の 世 話 人 等

を 配 置 ） に 適 合 し て い る 事 業 所 に お

い て 、 令 和 ９ 年 ３ 月  31 日 ま で の

間 、 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 附 則

第  18 条 の ２ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の

規 定 の 適 用 を 受 け る 利 用 者 に 対 し 、

指 定 共 同 生 活 援 助 を 行 っ た 場 合 に 、

１ 日 に つ き 所 定 単 位 数 （ こ れ ら の 規

定 に 基 づ く 居 宅 介 護 又 は 重 度 訪 問 介

護 の 利 用 に つ い て 、 所 要 時 間 が ８ 時

間 以 上 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 所 定

単 位 数 の  100 分 の  95 に 相 当 す る

単 位 数 と す る 。） を 加 算 す る 。 た だ

し 、 こ の 場 合 に お い て 、 イ か ら ハ ま

で を 算 定 し て い る 場 合 は 、 算 定 し な

い 。  

 

33 単 位  

 

左 記 単 位 に 地 域 単 価

を 乗 じ た 金 額 の １ 割  

 

 

 

 

 



厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る １ 単 位 の 単 価 （ 地 域 単 価 ）  

級 地  1 単 位 の 単 価  

1 級 地  

2 級 地  

3 級 地  

4 級 地  

5 級 地  

6 級 地  

7 級 地  

そ の 他  

11.60 円  

11.28 円  

11.20 円  

10.96 円  

10.80 円  

10.48 円  

10.24 円  

10.00 円  

 

（ ３ ） 訓 練 等 給 付 費 の 利 用 者 負 担 の 上 限 額 に つ い て  

障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 す る と 、 原 則 と し て 給 付 費 の １ 割 を 支 払 っ て い た だ く こ と と な

っ て い ま す が 、 所 得 に 応 じ て 負 担 額 の 上 限 額 が 決 め ら れ て い ま す 。  

区 分  世 帯 の 収 入 状 況  負 担 上 限 額  

生 活 保 護  生 活 保 護 受 給 世 帯  0 円  

低 所 得  市 町 村 民 税 非 課 税 世 帯 （ 注 １ ）  0 円  

一 般 1  

市 町 村 民 税 課 税 世 帯 （ 所 得 割 16 万 円 未 満 ）  

（ 注 ２ ）  

※ 施 設 利 用 者 （ ２ ０ 歳 以 上 ）、 グ ル ー プ ホ ー ム 利

用 者 を 除 き ま す  

9,300 円  

一 般 2  上 記 以 外  37,200 円  

注 １  ３ 人 世 帯 で 障 害 者 基 礎 年 金 １ 級 受 給 の 場 合 、 収 入 が 概 ね ３ ０ ０ 万 円 以 下 世 帯 が 対 象  

と な り ま す 。  

注 ２  収 入 が 概 ね ６ ０ ０ 万 円 以 下 の 世 帯 が 対 象 と な り ま す 。  

 

［ 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 に つ い て ］  

障 害 者 の 場 合 は 、 障 害 者 と 配 偶 者 の 世 帯 で 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 負 担 額 （ 介 護 保 険 も 併 せ

て 利 用 し て い る 場 合 は 、 介 護 保 険 の 負 担 額 も 含 む ） の 合 算 額 が 基 準 額 を 超 え る 場 合 は 、 高

額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 が 支 給 さ れ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 ２  

重 度 化 し た 場 合 に お け る 対 応 に 関 す る 指 針  

 

１ ． 急 性 期 に お け る 医 師 や 医 療 機 関 と の 連 携 体 制  

 （ １ ） 施 設 の 利 用 者 に 、 体 調 の 急 変 な ど が 発 生 し た 場 合 に は 、 協 力 医 療 機 関 の 対 応 に よ  

り 、 速 や か に 大 切 な 処 置 を 行 い ま す 。  

 （ ２ ） 利 用 者 が 体 調 の 急 変 な ど に よ り 、 入 院 を 伴 う 医 療 処 置 を 行 う こ と が 必 要 と さ れ る  

状 態 に な っ た 際 に は 、 速 や か に ご 家 族 に 連 絡 し 、 ご 意 向 を 伺 っ た う え で 、 協 力 医  

療 機 関 の 医 師 に よ り 可 能 と 判 断 さ れ た 場 合 に お い て 、 居 住 し た 状 態 で 協 力 医 療 機  

関 の 医 師 、 ま た は そ の 指 示 に よ る 看 護 師 に よ り 、 医 療 処 置 を 行 い ま す 。  

   た だ し 、 協 力 医 療 機 関 の 医 師 に よ り 、 居 住 し た 状 態 で の 看 護 、 支 援 が 困 難 と 判 断  

さ れ た 場 合 、 ま た は 利 用 者 や 代 理 人 が 医 療 機 関 へ の 入 院 を 希 望 す る 場 合 に は 、 希  

望 す る 医 療 機 関 へ の 入 院 を 調 整 い た し ま す 。  

 

２ ． 入 院 中 に お け る グ ル ー プ ホ ー ム の 諸 経 費 お よ び 食 材 料 費 の 取 り 扱 い に つ い て  

 入 院 期 間 中 の 食 事 は 欠 食 と し 、 提 供 分 の 請 求 と い た し ま す 。 た だ し 、 家 賃 ・ 光 熱 水 費 は

定 額 で の 請 求 と い た し ま す 。  

 


